
～対象サービス～
・計画相談支援 ・障害児相談支援
・地域移行支援 ・地域定着支援

練馬区 福祉部
指導検査担当課 障害福祉サービス検査係
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１ 虐待防止のための措置について
２ 業務管理体制の届出について
３ 主任相談支援専門員配置加算について
４ 関係法令等
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虐待防止担当者の選定
成年後見制度の利用支援
苦情解決体制の整備
虐待防止のための研修の実施
虐待防止委員会に関すること



定期的⇒年１回以上
※新規採用時研修必須

虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に
開催し、その結果について全従業者へ周知すること
虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
虐待防止担当者を置くこと

委員会の開催および周知、研修を実施した
ことがわかるよう記録等に残しましょう。
委員会の開催および周知、研修を実施した
ことがわかるよう記録等に残しましょう。

相談支援専門員を配置すること



虐待防止のための
計画づくり

虐待防止のための
計画づくり

虐待防止のチェックと
モニタリング

虐待防止のチェックと
モニタリング

虐待発生後の検証と
再発防止策の検討
虐待発生後の検証と
再発防止策の検討

 研修を計画する
 虐待防止のための指針を作成する
 掲示物等を作成・掲示する
 自己点検チェックリストを作成・実施する

…等

 委員会の検討結果を全従業者に周知する

実施したことは記録等に残しましょう。実施したことは記録等に残しましょう。
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一般相談支援一般相談支援

児童福祉法第24条の38障害者総合支援法第51条の31

特定相談支援特定相談支援

 業務管理体制を整備し、区分に応じて届け出ること
 届出の内容に変更が生じたときは届け出ること
 区分に変更が生じたときは変更前と変更後の行政機関に届け出ること

障害児相談支援障害児相談支援



届出先事業内容・所在地

区内
区外
都外

区内
区外
都外

一般相談支援
特定相談支援
障害児相談支援
複数の相談支援

一般相談支援
特定相談支援
障害児相談支援
複数の相談支援

様式

練馬区
東京都
国
複数

練馬区
東京都
国
複数

練馬区
東京都
国

練馬区
東京都
国



事業の内容 根拠法令 届出先 届出様式

一般相談支援のみ 総合支援法 東京都 東京都

特定相談支援のみ 総合支援法 練馬区 練馬区

特定相談支援・
障害児相談支援

総合支援法・
児童福祉法 練馬区 練馬区

一般相談・
特定相談・
障害児相談

総合支援法・
児童福祉法

東京都（一般・特定）
・練馬区（障害児）

東京都・
練馬区

一般相談支援の届出先は
東京都または国

障害児相談支援は
特定相談支援と一体的に指定が基本

※複数の所在地（区内と区外等）で事業を実施する場合は、届出先等が異なる場合があります。
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※対象︓計画相談支援および障害児相談支援



常勤の主任相談支援専門員を
１名以上配置すること

市区町村へ届け出ること

主任相談支援専門員が研修を実施すること

体制の整備を事業所に掲示し、
公表してください。



相
談
支
援
従
業
者
現
任
研
修

相
談
支
援
従
業
者
現
任
研
修

修
了
修
了

定
め
ら
れ
た
研
修

定
め
ら
れ
た
研
修

相談支援又は
障害児相談支援に
３年以上従事

相談支援又は
障害児相談支援に
３年以上従事

修
了
修
了

証
明
書



実施したことは記録等に残しましょう。実施したことは記録等に残しましょう。

利用者情報やサービス提供
に係る留意事項の伝達等を目
的とした会議の開催

利用者情報やサービス提供
に係る留意事項の伝達等を目
的とした会議の開催

新規採用の相談支援専門員に
対して同行による研修の実施
新規採用の相談支援専門員に
対して同行による研修の実施

サービスの総合的で適切な
援助技術の向上を目的とした
指導、助言

サービスの総合的で適切な
援助技術の向上を目的とした
指導、助言

事例検討会等への参加事例検討会等への参加
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～法令等～
○障害者総合支援法、障害者総合支援法施行令、障害者総合支援法施行規則
○児童福祉法、児童福祉法施行令、児童福祉法施行規則
※障害者総合支援法＝障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

～運営基準～
○障害者総合支援法に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
【厚生労働省令 第27号】

○障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
【厚生労働省令 第28号】

○児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
【厚生労働省令 第29号】

～解釈通知等～
○障害者総合支援法に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について
【障発第0330第21号】

○障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について
【障発第0330第22号】

○児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について
【障発第0330第23号】
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～虐待防止に関する法令等～（１に関すること）
○障害者虐待防止法
○障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き
○施設・事業所における虐待防止体制の整備の徹底について（通知）
（令和５年５月９日５福保障施第319号）

～業務管理体制に関する手引き～（２に関すること）
○業務管理体制の届出のしおり
○障害保健福祉関係主管課長会議資料（平成24年2月20日）

～算定に関する基準等～（３に関すること）
○障害者総合支援法に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準
【厚生労働省告示第124号】

○障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準
【厚生労働省告示第125号】

○児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準
【厚生労働省告示第126号】
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